
議案第６０号 

 

   北名古屋市手数料条例の一部改正について 

 

 北名古屋市手数料条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定めるもの

とする。 

 

  令和６年８月２７日提出 

 

北名古屋市長 太 田 考 則      

 

 

   提案理由 

 

 この案を提出するのは、行政サービスの利用に係る負担の公平性を図る

ことを目的として手数料の改定及び新設をするため並びに規定の整備をす

るため、本条例の一部を改める必要があるからである。 



   北名古屋市手数料条例の一部を改正する条例 

 

 北名古屋市手数料条例（平成１８年北名古屋市条例第５９号）の一部を

次のように改正する。 

 別表の２住民基本台帳法関係手数料の表を次のように改める。 

２ 住民基本台帳法関係手数料 

事務 単位 金額 備考 

住民基本台帳法（昭和４２年

法律第８１号）第１１条の２

第１項の規定に基づく住民基

本台帳の一部の写しを閲覧に

供する事務 

１件 円 

３００ 

 

住民基本台帳法第１２条第１

項又は同法第１２条の３第１

項若しくは第２項の規定に基

づく住民票に記録されている

事項を記載した書類の交付 

１通 ３００ 多機能端末機（

本市の電子計算

機と電気通信回

線で接続された

民間事業者等が

設置した端末機

で、証明書の自

動交付を行う機

能を有するもの

をいう。以下同

じ。）により交

付を受ける場合

にあっては、２

００円とする。 

住民基本台帳法第１２条第１

項又は同法第１２条の３第１

項若しくは第２項の規定に基 

１通 ３００  



づく住民票に記載をした事項

に関する証明書の交付 

   

住民基本台帳法第１２条の４

の規定に基づく住民票の写し

の交付 

１通 ３００  

住民基本台帳法第１５条の４

第１項、第３項又は第４項の

規定に基づく消除された住民

票に記録されている事項を記

載した書類の交付 

１通 ３００  

住民基本台帳法第１５条の４

第１項、第３項又は第４項の

規定に基づく消除した住民票

に記載をした事項に関する証

明書の交付 

１通 ３００  

住民基本台帳法第２０条第１

項、第３項又は第４項の規定

に基づく戸籍の附票の写し又

は附票に記録されている事項

を記載した書類の交付 

１通 ３００ 多機能端末機に

より交付を受け

る場合にあって

は、２００円と

する。 

住民基本台帳法第２１条の３

第１項、第３項又は第４項の

規定に基づく消除した戸籍の

附票の写し又は附票に記録さ

れている事項を記載した書類

の交付 

１通 ３００  

 別表の４地方税法関係手数料の表を次のように改める。 

４ 地方税法関係手数料 

事務 単位 金額 備考 



地方税法（昭和２５年法律第

２２６号）第２０条の１０の

規定に基づく徴収金に関する

事項についての証明書（納税

証明書）の交付（同法第３８

２条の４に規定する住所に代

わる事項を記載したものの交

付を含む。） 

１通 円 

３００ 

 

所得又は課税に関する証明書

の交付 

１通 ３００  

営業に関する証明書の交付 １通 ３００  

地方税法第３８２条の２の規

定に基づく固定資産課税台帳

（同条第１項ただし書の規定

による措置を講じたものを含

む。）を閲覧（同法第３８２

条の４に規定する住所に代わ

る事項を記載したものの閲覧

を含む。）に供する事務 

１件 ３００ 地方税法第４１

６条第３項又は

第４１９条第８

項の規定により

公示した期間に

おいて納税義務

者の閲覧に供す

る場合は、手数

料 を 徴 収 し な

い。 

地方税法第３８２条の３の規

定に基づく固定資産課税台帳

に記載されている事項に関す

る証明書（同条ただし書の規

定による措置を講じたものを

含む。）の交付（同法第３８

２条の４に規定する住所に代

わる事項を記載したものの交 

１通 ３００  



付を含む。）又は同法第３８

７条第１項に規定する土地名

寄帳及び家屋名寄帳による土

地、家屋若しくは償却資産に

関する事項についての証明書

の交付 

   

その他の市税に関する事項に

ついての証明書の交付 

１通 ３００  

その他の市税に関する書類を

閲覧に供する事務 

１件 ３００  

 別表の９その他証明等手数料の表を次のように改める。 

９ その他証明等手数料 

事務 単位 金額 備考 

身分証明書の交付 １通 円 

３００ 

 

不在籍証明書又は不在住証明

書の交付 

１通 ３００  

北名古屋市印鑑条例（平成１

８年北名古屋市条例第１２号）

第７条の規定に基づく印鑑登

録証の交付又は第８条の規定

に基づく印鑑登録証の再交付 

１件 ３００  

北名古屋市印鑑条例第１０条

の規定に基づく印鑑登録証明

書の交付 

１通 ３００ 多機能端末機に

より交付を受け

る場合にあって

は、２００円と

する。 

地方自治法第２６０条の２第

１２項の規定に基づく認可地 

１通 ３００  



縁団体の告示した事項に関す

る証明書の交付 

   

北名古屋市認可地縁団体印鑑

の登録及び証明に関する条例

（平成１８年北名古屋市条例

第１３号）第７条の規定に基

づく認可地縁団体印鑑登録証

明書の交付 

１通 ３００  

その他の証明書の交付 １通 ３００  

その他の書類等を閲覧に供す

る事務 

１件 ３００  

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の北名古屋市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に

される申請に係る手数料について適用し、同日前にされた申請に係る手

数料については、なお従前の例による。 


